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衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
株
式
担
保
融
資
・
手
形
割
引
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

銀
行
に
よ
る
株
式
担
保
融
資
の
残
高
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
日
本
銀
行
の
金
融
経
済
統
計
に
お
け
る
貸
出
金
の
担
保
内

訳
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
九
年
三
月
末
の
国
内
銀
行
の
有
価
証
券
担
保
貸
出
残
高
は
三
兆
五
千
八
百
十
億
円
で
あ
り
、
貸
出
金

残
高
全
体
に
占
め
る
割
合
は
〇
・
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

銀
行
に
よ
る
株
式
担
保
融
資
の
う
ち
、
保
管
振
替
制
度
を
利
用
し
て
担
保
権
を
設
定
し
て
い
る
融
資
の
残
高
は
承
知
し
て

い
な
い
。

三
に
つ
い
て

株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
株
券
電
子
化
に
つ
い
て
は
、
金
融
庁
、
法
務
省
、
全
国
銀
行
協
会
、

日
本
証
券
業
協
会
等
を
構
成
員
と
す
る
証
券
受
渡
・
決
済
制
度
改
革
懇
談
会
（
以
下
「
懇
談
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

そ
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
準
備
を
行
っ
て
い
る
。

一



政
府
と
し
て
は
、
懇
談
会
の
事
務
局
で
あ
る
証
券
決
済
制
度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・

配
布
、
各
種
の
説
明
会
の
開
催
等
の
広
報
活
動
を
行
い
、
株
式
担
保
取
引
の
手
続
に
関
す
る
事
項
を
始
め
と
す
る
株
券
電
子

化
全
般
に
つ
い
て
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

ま
た
、
全
国
銀
行
協
会
に
お
い
て
も
、
株
券
電
子
化
に
伴
う
株
式
担
保
取
引
の
手
続
に
つ
い
て
の
取
扱
手
引
書
を
作
成
し
、

各
金
融
機
関
に
対
し
配
布
、
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

株
券
電
子
化
に
伴
い
、
株
式
を
担
保
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
口
座
の
開
設
や
振
替
の
手
続
が
必
要
と
な
る
一
方
、
株

券
の
券
面
の
確
認
や
株
券
の
差
入
・
保
管
が
不
要
に
な
る
こ
と
で
簡
素
化
さ
れ
る
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
株
式
担
保

融
資
の
事
務
手
続
が
煩
雑
に
な
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
株
式
担
保
融
資
の
取
扱
い

を
含
め
、
株
券
電
子
化
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
り
、
そ
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
金
融
経
済
統
計
に
お
け
る
国
内
銀
行
の
資
産
・
負
債
等
の
内
訳
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
三
月
末
の
国
内
銀

行
の
割
引
手
形
残
高
は
三
兆
九
千
四
百
八
十
五
億
円
で
あ
り
、
貸
出
金
残
高
全
体
に
占
め
る
割
合
は
〇
・
八
八
パ
ー
セ
ン
ト

二



で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
施
行
後
に
お
け
る
手
形
の
流
通
量
等
に
つ
い
て
は
、
経
済
情
勢
等
の

様
々
な
事
情
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

電
子
記
録
債
権
制
度
は
、
事
業
者
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
等
を
図
る
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
電
子
記
録
債

権
に
つ
い
て
は
手
形
割
引
と
同
様
に
資
金
調
達
手
段
と
し
て
も
利
用
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
政
府

と
し
て
は
、
電
子
記
録
債
権
法
の
円
滑
な
施
行
に
向
け
、
電
子
債
権
記
録
機
関
の
設
立
に
向
け
た
関
係
者
と
の
連
携
を
行
う

と
と
も
に
、
利
用
者
へ
の
普
及
啓
発
等
の
取
組
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


